
（平成２２年１２月８日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 6 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 3 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 10 件

国民年金関係 6 件

厚生年金関係 4 件

年金記録確認宮城地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



宮城国民年金 事案 1280 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成７年４月から８年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

  住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 41 年１月から 42 年 12 月まで 

             ② 平成７年４月から８年３月まで 

私の妻が、結婚を機にＡ市Ｂ区役所で国民年金の加入手続を行い、夫

婦二人分の国民年金保険料を納付していた。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録及びＡ市の国民年金被保険者収滞納一覧表によれば、昭

和 45 年 11 月から申立期間②の直前に当たる平成７年３月までは、申立人

とその妻の国民年金保険料の納付状況が一致しており、そのうち納付年月

日が確認できる昭和 53 年４月から 61 年６月までは、申立人及びその妻の

納付年月日が一致しているところ、申立期間②については、妻の国民年金

保険料は納付済みとされており、申立人の保険料も妻と一緒に納付された

ものと考えても不自然ではない。 

一方、申立期間①について、申立人は、「妻が、結婚を機に国民年金の

加入手続を行い、夫婦二人分の国民年金保険料を納付していた。」と主張

しているが、国民年金手帳記号番号払出簿によれば、申立人の国民年金手

帳記号番号は、昭和 42 年 10 月１日に職権適用により夫婦連番で払い出さ

れており、申立人の妻も、申立期間①のうち 20 歳に到達した月以降の国

民年金保険料については、未納とされている。 

また、申立人は、「国民年金の加入手続や国民年金保険料の納付には自

分は関与しておらず、すべて妻に任せていた。」と述べているところ、申

立人の妻は、「送付されてきた納付書で銀行か郵便局で納付しており、役



所で納付したことは無い。定期的に納付しており、前年度の保険料をさか

のぼって納付することは無かったと思う。」と述べており、これは当時の

Ａ市の現年度保険料の納付方法（印紙検認方式）とは異なる上、申立期間

①に係る保険料が過年度納付された状況もうかがえない。 

さらに、申立人の妻が申立期間①の国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成７年４月から８年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



宮城国民年金 事案 1283 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

  住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 51 年１月から同年３月まで 

申立期間当時は、家族で会社を経営していたが、母親が、毎年、白色

申告で社会保険料控除の申告をしていたので、申立期間の国民年金保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は３か月と短期間である上、申立人及びその妻は、申立期間を

除き国民年金加入期間において国民年金保険料の未納は無い上、申立人の

両親については、申立期間を含め、国民年金加入期間の国民年金保険料を

完納していることから、申立人及びその妻並びに申立人の両親の納付意識

の高さがうかがえる。 

また、Ａ市の国民年金被保険者名簿（紙名簿）によれば、申立人の両親

の申立期間に係る保険料は昭和 51 年 11 月に過年度納付されていることが

確認できる。 

さらに、申立人及びその妻は、昭和 51 年３月に実家から転居しており、

「転居後は自分で国民年金保険料を納付していた。」と述べているところ、

転居後も申立人の両親との仕事は続けており、転居先は申立人の両親と同

一市内である上、上記被保険者名簿によれば、申立人の同年４月以降の保

険料はすべて現年度納付されていることから、申立人及び転居以前の申立

人の保険料を納付していたとする申立人の母親との間で国民年金保険料の

納付に関するやり取りがあったと考えても不自然ではなく、申立期間につ

いて、申立人の両親が過年度納付していることを踏まえると、申立人につ

いても、申立人の両親と同様に申立期間の保険料を過年度納付していたと

考えても不自然ではない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



宮城国民年金 事案 1287 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 51 年４月から 52 年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 女 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

  住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 46 年６月から 50 年３月まで 

             ② 昭和 51 年４月から 52 年３月まで 

国民年金保険料の納付に関してはよく覚えていないが、途中で国民年

金の番号が訂正変更されたことがあり、市役所の職員に以前の分は大丈

夫かと尋ねたところ、「はい。」とだけ言われたことを覚えている。 

国民年金保険料は、郵送されてきた納付書によりＡ市役所や銀行で２

か月分ぐらいずつ納付していたと思う。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②は、12 か月と比較的短期間であるところ、国民年金手帳記

号番号払出簿によれば、申立人に対する最初の国民年金手帳記号番号が昭

和 50 年 11 月 21 日に払い出されており、同年４月以降は、当該期間を除

き、国民年金加入期間において未納は無い上、Ａ市の国民年金被保険者名

簿（紙名簿）によれば、当該期間の前後の期間の国民年金保険料が現年度

納付されていることを踏まえると、当該期間の保険料のみが納付されてい

ないのは不自然である。 

一方、申立期間①については、昭和 50 年 11 月 21 日に国民年金手帳記

号番号が払い出された時点では、当該期間の一部は時効により国民年金保

険料を納付できない期間であり、それ以前に別の国民年金手帳記号番号が

払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人から聴取しても、申立人が申立期間①のうち納付が可能で

あった期間の国民年金保険料を過年度納付したことをうかがわせる説明は



得られず、昭和 50 年度の保険料が昭和 50 年 12 月に一括納付されている

ことから、申立人は、同年度分から保険料の納付を開始したと考えるのが

自然である。 

さらに、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 51 年４月から 52 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



宮城厚生年金 事案 1858 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得

日に係る記録を昭和 28 年３月 21 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

8,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 28 年３月 21 日から同年４月１日まで 

私は、昭和 24 年 10 月１日にＡ社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動し、28

年４月１日に同社Ｂ支店へ異動するまで継続して勤務した。 

しかし、厚生年金保険加入記録についての社会保険事務所（当時）の

回答では、Ａ社Ｄ支店で昭和 28 年３月 21 日に被保険者資格喪失、同社

Ｂ支店で同年４月１日に同資格取得となっており、その間の加入記録が

無いのは納得できないので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、複数の同僚の証言及び事業主の回答から、申立人

は、Ａ社に継続して勤務し（Ａ社Ｄ支店から同社Ｂ支店に異動）、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

なお、申立人のＡ社Ｄ支店から同社Ｂ支店への異動日については、申立

人は、昭和 28 年４月１日付け発令だったと主張しているが、同社Ｄ支店

の健康保険労働者（厚生）年金保険被保険者名簿によると、申立期間当時

における被保険者の資格喪失日は、約７割の者が月の中途になっているこ

とから、申立人の実際の異動日は同社Ｄ支店における資格喪失日の同年３

月 21 日であったと考えられるため、同社Ｂ支店における資格取得日を同

日とすることが妥当である。 



また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社Ｂ支店に係る昭和 28

年４月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、8,000 円とする

ことが妥当である。 

なお、申立期間に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、「給与から控除した従業員の保険料は一括納付していたはずで、

申立人の分だけ外したとは思えない。」と主張しているが、これを確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断

せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 



宮城厚生年金 事案 1859 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、当該期間のうち、平

成８年９月は 24 万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該月の上記訂正後の標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除

く。）を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認め

られる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 41 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成７年７月１日から 13 年９月１日まで 

ねんきん定期便によると、私がＡ社に勤務していた期間のうち、平成

７年７月から 13 年８月までの標準報酬月額が実際の給与支給額より低

い額となっているので、実際の給与支給額に見合う記録に訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立

人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、

これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人が所持する給与

支給明細書において確認できる保険料控除額から、平成８年９月は 24 万

円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事



業主が、給与支給明細書で確認できる厚生年金保険料控除額に見合う報酬

月額の届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行った

とは認められない。 

一方、申立期間のうち、平成７年７月から８年４月までの期間、同年６

月から同年８月までの期間及び同年 11 月から 13 年６月までの期間につい

ては、給与支給明細書上の報酬月額及び保険料控除額に基づくいずれか低

い方の標準報酬月額が、社会保険事務所で記録されている標準報酬月額と

一致又は低い額となっていることから、当該期間について、記録訂正する

必要は認められない。 

また、申立期間のうち、平成８年５月、同年 10 月、13 年７月及び同年

８月については、申立人が当該月の保険料控除額を確認できる給与支給明

細書を所持しておらず、Ａ社においても保険料控除額を確認できる資料が

無い上、オンライン記録とＢ厚生年金基金の加入員台帳の標準報酬月額が

一致していることから、当該月について、記録訂正する必要は認められな

い。 



宮城厚生年金 事案 1860 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額（50 万円）であったと認められることから、申立

期間のうち、平成 11 年９月１日から 13 年 10 月１日までの期間の標準報

酬月額の記録を 50 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 11 年９月１日から 14 年５月１日まで 

私は、平成 11 年９月１日から 14 年５月１日までＡ社のＢ営業所担当

役員として勤務したが、給与から標準報酬月額 50 万円に相当する厚生

年金保険料が控除されていたにもかかわらず、社会保険事務所の記録で

は９万 8,000 円となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録において、Ａ社における申立人の申立期間に係る標準報

酬月額は、当初申立人が主張する 50 万円と記録されていたところ、平成

13 年３月６日付けで、11 年９月１日にさかのぼって９万 8,000 円に引き

下げられていることが確認できる。 

また、当該事業所に勤務していた申立人を除く 17 名のうち６名につい

ては、オンライン記録によると、平成 13 年３月６日付けで、11 年７月１

日までが２名、同年 12 月１日までが１名、12 年４月１日までが２名及び

同年６月１日までが１名、それぞれさかのぼって標準報酬月額が引き下げ

られている上、当該事業所の親会社であるＣ社においても、勤務していた

37 名のうち 28 名の標準報酬月額が同日付けで引き下げられており、この

うち、８名の役員（７名はＡ社の役員も兼務）については、申立人と同様

に９万 8,000 円に引き下げられていることが確認できる。 

一方、Ａ社の閉鎖登記簿謄本により、申立人は、平成 11 年９月 13 日か

ら取締役に、13 年１月 12 日から同年４月 30 日までの期間については代

表取締役に就任していることが確認できる。 



しかしながら、申立人は、「自分が全く知らないうちにＡ社の代表取締

役とされていた。自分は同社Ｂ営業所の所長として管理業務のみを行って

いた。会社の給与関係及び社会保険関係の事務手続はすべて親会社のＣ社

で行っており、同社の取締役であり、平成 12 年４月１日から 13 年１月

12 日までの期間及び同年４月 30 日にＡ社の代表取締役となった者が同社

の事業運営を行い、事実上の代表取締役であった。自分は、社会保険事務

及び標準報酬月額の減額処理には全く関与していない。」と述べている。 

また、同僚照会を行った 21 名のうち 10 名からの回答（本社勤務１名、

Ｂ営業所勤務５名、Ｄ営業所勤務４名）によると、Ｂ営業所に勤務してい

た同僚５名全員が申立人について、「社長ではなく、Ｂ営業所の所長であ

った。」としており、本社所在地に勤務していた同僚は、「申立人は同社

のＢ営業所長で、社員の給与及び社会保険関係事務については親会社のＣ

社で行っていた。」と述べている。 

さらに、当該事業所を管轄する社会保険事務所は、Ａ社の滞納処分票及

び不納欠損整理簿等の関連資料を保存していない上、同社の業務運営を行

っていた親会社であるＣ社の取締役も行方不明となっていることから直接

確認することができないものの、複数の同僚から当該事業所及び親会社で

あるＣ社において厚生年金保険料等の滞納があったとの証言が得られた。 

以上のことから、申立人は、申立期間の一部について、Ａ社の代表取締

役であったが、実際の事業運営を行っていたのは、親会社であるＣ社の取

締役であり、当該取締役が同社の業務執行に責任を負っていたと認められ、

社会保険事務においても権限を有していたと考えるのが自然であり、申立

人は、当該標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正処理について、決定し得る立場であっ

た又は事前に同意していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、平成 13 年３月６日付けで行われた遡及
そきゅう

訂正処理は事実に即したものとは考え難く、申立人について 11 年９月１

日にさかのぼって標準報酬月額の減額処理を行う合理的な理由は無く、有

効な記録訂正があったとは認められないことから、申立人の申立期間のう

ち同年９月１日から 13 年 10 月１日までの期間の標準報酬月額については、

事業主が当初届け出た 50 万円に訂正することが必要である。 

一方、当該遡及
そきゅう

訂正処理を行った日以降の最初の定時決定（平成 13 年

10 月１日）で９万 8,000 円と記録されているところ、当該処理について

は遡及訂正処理との直接的な関係をうかがわせる事情が見当たらず、社会

保険事務所の処理が不合理であったとは言えない。 

また、申立期間のうち、平成 13 年 10 月１日から 14 年５月１日までの

期間の標準報酬月額について、申立人が提出した「平成 13 年分給与所得

の源泉徴収票」の社会保険料控除額から推認できる同年 10 月から同年 12

月までの期間の厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライ



ン上の標準報酬月額（９万 8,000 円）と一致していることが確認できる。 

さらに、平成 14 年１月から同年４月までの標準報酬月額については、

申立人は給与明細書等を所持しておらず、当該期間に係る報酬の総額及び

厚生年金保険料控除額を確認することができない。 

加えて、Ａ社及び親会社であるＣ社は既に解散しており、事業主及び取

締役とも連絡が取れないことから、申立人に係る標準報酬月額について確

認できる関連資料は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、

当該期間においてその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



宮城国民年金 事案 1281 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年３月から 45 年７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏   名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 42 年３月から 45 年７月まで 

私は、送付されてきた納付書により、銀行か郵便局で夫婦の国民年金

保険料を納付していたのに、申立期間の国民年金保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、「送付されてきた納付書により、銀行か

郵便局で夫婦の国民年金保険料を納付していた。」と主張しているところ、

国民年金手帳記号番号払出簿によれば、申立人に対する最初の国民年金手

帳記号番号が、昭和 42 年 10 月１日に職権適用により夫婦連番で払い出さ

れていることが確認できるが、申立期間当時の現年度保険料の納付方法は、

印紙検認方式であったことから、申立人が述べている保険料の納付方法と

は符合しない上、申立期間は、申立人の夫も厚生年金保険被保険者期間を

除き、国民年金の未納期間又は未加入期間とされている。 

また、国民年金手帳記号番号払出簿によれば、申立人は、申立期間中の

昭和 44 年４月 10 日にＡ区で別の国民年金手帳記号番号の払出しを受けて

いるが、申立人は、「Ａ区在住時には夫が厚生年金保険被保険者であった

ことから、国民年金保険料を納付していた記憶は無い。」と述べている上、

申立人の夫も「自分が厚生年金保険被保険者の時は、妻の年金はカバーさ

れていると思っていたので、妻の保険料は納付していない。」と述べてい

る。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城国民年金 事案 1282 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 63 年８月から平成元年３月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63 年８月から平成元年３月まで 

私は、申立期間当時、海外に滞在していたが、帰国前に、国民年金保

険料の納付を求める内容のはがきが自宅に届いたため、母親が、Ａ市Ｂ

支所で申立期間の保険料を納付したと記憶している。 

申立期間を国民年金保険料の納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿によれば、申立人の国民年金手帳記号番号

は平成３年６月 20 日に払い出されており、Ａ市の国民年金被保険者名簿

（電子データ）及び申立人の所持する年金手帳によれば、２年３月１日に

さかのぼって国民年金被保険者資格を取得していることが確認できること

から、申立期間は国民年金の未加入期間として取り扱われており、申立人

は、制度上、国民年金保険料を納付することができなかったものと考えら

れる。 

また、申立人は、「母親が、Ａ市Ｂ支所で申立期間の保険料を納付した

と記憶している。」と主張するところ、申立人の友人も、そのような話を

申立人から聞いた記憶がある旨証言しているものの、「時期ははっきりと

は覚えていない。」としている上、Ａ市の国民年金被保険者名簿によれば、

申立人が海外に滞在していた平成２年度の保険料が、４年度に納付されて

いることが確認できることから、申立人が当該納付をもって申立期間の保

険料を納付したものと認識している可能性も否定できない。 

さらに、申立期間当時、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払

い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

加えて、申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたこと



を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城国民年金 事案 1284 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成２年７月から３年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

  住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年７月から３年３月まで 

申立期間当時、同居していた母親がＡ市Ｂ支所で国民年金の加入手続

を行い、国民年金保険料を納付してくれた。 

申立期間が、未加入期間とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の母親が国民年金の加入手続をしてくれたと主張して

いるが、オンライン記録によると、申立人の公的年金の加入記録は厚生年

金保険及び共済組合だけである上、Ａ市において、申立人に係る国民年金

被保険者名簿は確認できず、申立人に対して国民年金手帳記号番号が払い

出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人の母親から聴取しても、国民年金の加入手続の状況、保険

料の納付状況等の記憶が定かでない上、申立人の母親が申立期間の保険料

を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほ

かに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城国民年金 事案 1285 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成４年８月及び同年９月の国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 女 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

  住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年８月及び同年９月 

申立期間に国民年金の加入手続を行った記憶は無いが、自宅に納付書

が送付されてきたので、Ａ市Ｂ支所及びＣ金融機関Ｄ支店で国民年金保

険料を納付した。 

申立期間が未加入期間とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「申立期間に国民年金の加入手続を行った記憶は無いが、自

宅に納付書が送付されてきたので国民年金保険料を納付した。」と述べて

いるが、オンライン記録及びＡ市の国民年金被保険者記録票（電子デー

タ）によれば、申立人は、平成４年４月１日に国民年金被保険者資格を喪

失した後、14 年１月 19 日に同資格を再取得するまでの間、国民年金に加

入した記録は無く、申立期間は国民年金の未加入期間として取り扱われて

いることから、制度上、申立人に納付書が発行されることは無く、申立人

は国民年金保険料を納付することはできなかったものと考えられる。 

また、申立人に対して、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていた

ことをうかがわせる事情は見当たらない上、申立人が申立期間の保険料を

納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほか

に申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城国民年金 事案 1286 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37 年４月から 48 年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏   名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 37 年４月から 48 年 12 月まで 

私は、Ａ市に転居してから国民年金の加入手続を行い、同市では、集

金人に国民年金保険料を納付していた。その後も夫の転勤に伴い、Ｂ市、

Ｃ市を経て現在のＤ市へと転居しているが、その間も保険料を納付して

いたので、申立期間を国民年金保険料の納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿によれば、申立人の国民年金手帳記号番号

は、昭和 41 年４月９日に払い出されており、Ａ市の国民年金被保険者カ

ード（紙名簿）によれば、同年４月５日に任意加入により国民年金被保険

者資格を取得していることが確認できる。しかし、申立人は、42 年２月

４日に国民年金被保険者資格を喪失しており、この国民年金加入期間（昭

和 41 年４月から 42 年１月までの期間）において、国民年金保険料が納付

された記録は無い。 

また、申立人は、「Ａ市では、集金人に国民年金保険料を納付してい

た。」と主張しているが、Ａ市からは、「国民年金保険料の徴収員を配置

したのは昭和 42 年４月からである。」との回答を得ていることから、申

立人の主張とは相違している。 

さらに、申立期間は、141 か月と長期間であるが、上記の昭和 41 年４

月５日から 42 年２月４日までの期間を除き、申立人が国民年金に加入し

た形跡は見当たらず、申立期間のうち、37 年４月から 41 年３月までの期

間及び 42 年２月から 48 年 12 月までの期間は、国民年金の未加入期間と

されていることから、制度上、国民年金保険料を納付することはできなか

ったものと考えられる。 



加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城国民年金 事案 1288 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成４年 10 月から同年 12 月までの期間及び５年４月から同年

７月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 平成４年 10 月から同年 12 月まで 

             ② 平成５年４月から同年７月まで 

年金記録によれば、平成４年 10 月から同年 12 月までの期間及び５年

４月から同年７月までの期間の国民年金保険料の納付記録が未納とされ

ているが、納付書で銀行や郵便局で納付していたはずである。 

平成９年３月、結婚と同時にＡ市からＢ市に引っ越しをする際にＡ市

役所で転居手続をしたため、その時に保険料や税金の未納が無いか確認

したことを覚えている。 

各申立期間を国民年金保険料の納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②について、申立人は、国民年金保険料を納付したとし

ているが、保険料の納付方法、納付時期等についての記憶が定かではなく、

当該期間の保険料の納付状況が不明である。 

また、Ａ市が保管している申立人に係る国民年金加入状況連絡票及びＢ

市が保管している申立人に係る国民年金被保険者記録票においても、申立

期間①及び②の国民年金保険料が納付されていたことをうかがわせる記録

は確認できない。 

さらに、申立期間①及び②において、Ａ市では収納事務を電算処理で行

っていることから、複数回の納付記録が欠落することは考え難い。 

加えて、申立人が申立期間①及び②に係る国民年金保険料を納付してい

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間①及び②に係る国民年金保険料を納付してい

たものと認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 1854 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年 10 月から 45 年 11 月まで 

私は、申立期間にＡ社が経営する「Ｂ」という店とＣ社が経営する

「Ｄ」という店に勤務したが、厚生年金保険の加入記録が無いので、申

立期間を厚生年金保険の加入期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

元従業員の証言から、勤務期間の特定はできないが、申立人が、Ａ社が

経営する「Ｂ」という店及びＣ社（昭和 42 年からは、Ｅ社）が経営する

「Ｄ」という店に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社、Ｃ社及びＥ社において申立期間に厚生年金保険の

加入記録がある複数の元従業員等に照会したが、申立人が厚生年金保険に

加入していたことをうかがわせる証言は得られなかった。 

また、Ｃ社及びＥ社において副支配人として勤務していた者は「自分は、

昭和 37 年から勤務していたが、厚生年金保険の加入は 40 年からであ

る。」と回答していることから、当該事業所では、入社と同時に厚生年金

保険に加入させていたわけではなかったことがうかがわれる。 

さらに、Ａ社は、昭和 45 年 11 月 30 日に、Ｃ社は 43 年６月１日にそれ

ぞれ厚生年金保険の適用事業所ではなくなっていることから、申立人の勤

務の実態や厚生年金保険の加入等について確認することができないほか、

Ｅ社の事業主は、当時の資料等は無く、当時のことについては覚えていな

いと回答している。 

加えて、Ａ社、Ｃ社及びＥ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び

同被保険者原票に申立人の氏名は見当たらず、健康保険証番号に欠番も無

い。 



このほか、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 1855 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53 年８月 31 日から同年９月１日まで 

私は、昭和 53 年８月 31 日にＡ社を退職し、厚生年金保険の資格喪失

証明をＢ市に提出し、同年９月１日付けで国民年金に加入したと思うの

で、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社を昭和 53 年８月 31 日に退職したと主張しているところ、

雇用保険の加入記録によれば、当該事業所における加入記録が見当たらな

いことから離職日について確認することができない。 

また、Ａ社が保管する厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書に記載

されている資格喪失日は、オンライン記録と同じ昭和 53 年８月 31 日であ

る上、備考欄に「昭和 53 年８月 30 日退職」と記載されていることが確認

できる。 

さらに、Ａ社Ｃ支店は、申立人の退職日は昭和 53 年８月 30 日であると

回答しており、ほかに申立人の申立期間に係る勤務実態について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 1856 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45 年 11 月１日から 46 年１月 23 日まで 

② 昭和 47 年８月 29 日から 48 年４月 26 日まで 

私は、船舶Ａに昭和 45 年５月６日から 48 年４月 26 日まで乗ってい

たが、船員保険の加入記録では申立期間が未加入となっている。 

船員手帳により申立期間に乗船していたことが分かるので、船員保険

の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②について、船員手帳の記載から、申立人が申立てに係

る船舶で雇入れされていたことは推認できる。 

しかしながら、申立期間①及び②について、船舶Ａの船員保険適用船舶

所有者であるＢ社は、「当時の書類は残っていないためはっきりしたこと

は不明だが、漁船員については給料を仮払いしており、漁期が終了した時

点で精算をしている。雇入期間であっても漁に出ない期間は給料が出ない

ため船員保険に加入させず、社会保険事務所（当時）に届け出たとおりに

船員保険料を控除している。」と回答している。 

また、申立期間②について、当該期間直前の申立人に係る船員保険被保

険者名簿に「喪失後受給」の押印があり、この押印について、当該事業所

を管轄する年金事務所に照会したところ、乗船中に発症した疾病又は負傷

について、船員保険の資格喪失後に療養の給付を受けたことを意味してい

ると回答していることから、申立人は、当該期間は当該船舶に乗っていな

かったことがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における船員保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険被保険者として申立期間①及び②に係る船員保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 1857（事案 1255 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録につ

いては、訂正する必要は認められない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10 年９月１日から 11 年 12 月１日まで 

Ａ社に勤務した期間の標準報酬月額について社会保険事務所（当時）

に照会したところ、給与総額に対し、標準報酬月額が著しく低いことが

分かった。 

給与総額に相当する標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人は、給与支給明細書にお

ける総支給額の欄に記載された金額に基づく標準報酬月額に訂正してほし

いと主張しているが、事業主は、給与支給明細書の支給項目のうち、「旅

費」については、宿泊費相当の額であり社会保険事務所に届け出る報酬月

額には含まれていないと回答しているところ、当該取扱いに特段不合理な

点は見受けられないこと、ⅱ）オンライン記録によると、申立人に係る平

成 10 年９月から 11 年２月までの期間の標準報酬月額が、同年３月 19 日

に、22 万円から 19 万円に減額訂正されているが、事業主は当該訂正につ

いて、社会保険事務所の調査により資格取得時に届け出た報酬月額と実際

に支払われた報酬月額が相違していたことが判明したために、訂正を行っ

たと思われると回答しているところ、申立人から提出されたＡ社発行の給

与支給明細書によると、当該期間に係る申立人の報酬月額は、おおむね標

準報酬月額 19 万円に見合う額であることから、当該訂正の一連の事務処

理に特段不合理な点は見受けられないこと、ⅲ）同年３月から同年 11 月

までの期間については、オンライン記録で確認できる標準報酬月額が、給

与支給明細書上の保険料控除額を基に算定した標準報酬月額と一致してい

ることが確認できることなどから、既に当委員会の決定に基づき、22 年



３月 19 日付けで、年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われてい

る。 

しかし、申立人は、当該事業所が行った報酬月額の届出について、「旅

費」は労働の対価として支払われたものであり、報酬月額に含めて届け出

るべきであったとして、標準報酬月額に係る記録の訂正を求めているが、

年金記録確認第三者委員会は、厚生年金保険法による記録訂正のあっせん

については、申立期間における被保険者資格の届出又は保険料の納付の有

無に係る事実認定に基づいて記録の訂正の要否を判断するものであり、こ

れと離れて事業所の届出それ自体の適法性の有無を判断するものではない

ため、申立人の主張は認められない。 

このほかに、委員会の当初の決定を変更すべき事情は見当たらないこと

から、申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録

については、訂正を認めることはできない。 

 


